
シカゴ市復興計画第４フェーズとブリッジ・フェーズの主な制限措置 

マーカー部分が第４フェーズの変更部分です 

 

第 4フェーズ ブリッジ・フェーズ 

（１）バー／レストラン 

○着席エリア（屋内，屋外） 

・各テーブルの間隔は６フィートとする。 

○屋内 

・収容人数は，定員の 50％または 100人の

いずれか少ない方。 

・グループ人数：各テーブル６名を上限と

する。 

○屋外 

・テーブル席の上限人数は各テーブル 10

名。 

○その以外のエリア 

・屋外／屋内におけるバーカウンターの着

席人数は１グループ４名を上限とする。 

・スタンディングエリアは引き続き閉鎖。 

 

○着席エリア 

・収容人数は、定員の 75％を上限とする。 

・社会的距離：6フィート以上とする 

・グループ人数：各テーブル 10 人を上限

とする。 

○それ以外のエリア 

・屋外／屋内におけるバーカウンターの着

席人数は１グループ 6名を上限とする。 

・スタンディングエリアは定員の 25％を上

限とする。 

 

（２）ホテル等での集会，会議，コンベンションなど 

○定員 200人未満の会場の場合 

・定員の 50％または 50 人のいずれか少な

い方を上限とする。 

○定員 200人以上の会場の場合 

・定員の 25％または 250人のいずれか少な

い方を上限とする。 

 

・定員の 60％または 1000 人のいずれか少

ない方を上限とする。 

（３）社会的活動（結婚式、持ち寄りパーティ、その他の地域行事など） 

○屋内 

・定員の 50％または 50 人のいずれか少な

い方を上限とする。 

○屋外 

・定員の 50％または 100人のいずれか少な

い方を上限とする。 

※コロナワクチン接種を完了している場合

は，定員人数から除外される。 

○屋内 

・250人を上限とする。 

○屋外 

・500人を上限とする。 

（４）レクリエーション 

○屋内 

・定員の 50％または 50 人のいずれか少な

い方を上限とする。 

○屋外 

・50人をグループ人数の上限とする。 

複数のグループ活動は認められる。 

○屋内 

・定員の 50％または 100人のいずれか少な

い方を上限とする。 

○屋外 

・100人をグループ人数の上限とする 

複数のグループ活動は認められる。 

（５）オフィス 

・定員の 50％ 

 

・定員の 60％ 



（６）公演会場、劇場、着席観客イベント 

○定員 200人未満の会場の場合 

・定員の 50％または 50 人のいずれか少な

い方を上限とする。 

○定員 200人以上の会場の場合 

・定員の 25％を上限とする。 

 

・定員の 60％ 

（７）礼拝場 

○定員 200人未満の会場の場合 

・定員の 50％または 50 人のいずれか少な

い方を上限とする。 

○定員 200人以上の会場の場合 

・定員の 25％を上限とする。 

○屋外  

・人数制限なし。ただし６フィートの社会

的距離を維持すること。 

 

○屋内 

・定員の 60％ 

○屋外 

・人数制限なし。ただし６フィートの社会

的距離を維持すること。 

 

（８）屋外フェスティバル 

・1000 スクエアフィート単位当たり 15

人。 

 

・1000スクエアフィート当たり 30人。 

（９）フリーマーケット、ファーマーズマーケット 

・定員の 25％または 1000 スクエアフィー

ト当たり 15人。 

 

〇屋内 

1000スクエアフィート当たり 15人。 

〇屋外 

1000スクエアフィート当たり 30人。 

 


